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住
民
課
お
知
ら
せ

平
成
31
年
度

 
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧

 
固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧 

に
つ
い
て

◎
「
固
定
資
産
価
格
の
縦
覧
」

 
 

今
年
度
の
土
地
・
家
屋
の

価
格
が
自
由
に
ご
覧
に
な
れ

ま
す
。

　

こ
の
縦
覧
制
度
に
よ
り
、

期
間
中
に
限
り
納
税
者
の
方

が
所
有
す
る
土
地
・
家
屋
の

価
格
と
町
内
の
他
の
土
地
・

家
屋
の
価
格
を
比
較
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

〔
縦
覧
期
限
〕

　

５
月
31
日
（
金
）
ま
で
（
た

だ
し
、
閉
庁
日
を
除
く
）

〔
縦
覧
時
間
〕

午
前
８
時
30
分
～

　
　
　
　
　

午
後
５
時
15
分

〔
縦
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
縦
覧
で
き
る
方
〕
町
内
に
所

在
す
る
土
地
・
家
屋
に
係
る

固
定
資
産
税
の
納
税
者

◎
「
固
定
資
産

　
　
　
課
税
台
帳
の
閲
覧
」

　

固
定
資
産
課
税
台
帳
は
、

年
間
を
通
じ
て
閉
庁
日
を
除

く
毎
日
、
閲
覧
で
き
ま
す
。

〔
閲
覧
場
所
〕
住
民
課
窓
口

〔
閲
覧
で
き
る
方
と

　
　
　
　
　

閲
覧
範
囲
〕

固
定
資
産
税
の
納
税
義
務
者

～
本
人
が
所
有
し
て
い
る
固

定
資
産

借
地
・
借
家
人
の
方

～
借
地
・
借
家
対
象
の
固
定

資
産

〔
縦
覧
や
閲
覧
の
申
請
に
際
し

て
必
要
な
も
の
〕

・
本
人
の
場
合
…
運
転
免
許
証

な
ど
本
人
確
認
の
で
き
る
も

の・
代
理
人
の
場
合
…
委
任
状
お

よ
び
代
理
人
の
本
人
確
認
の

で
き
る
も
の

＊
同
居
の
家
族
の
方
で
も
、

納
税
者
本
人
以
外
は
代
理
人

の
場
合
と
同
様
と
な
り
ま
す
。

・
借
地
・
借
家
人
の
場
合
…
賃

貸
借
契
約
書
ま
た
は
そ
の
写

し
、
本
人
確
認
の
で
き
る
も

の＊
固
定
資
産
税
の
納
税
通
知

書
は
、
５
月
７
日
（
火
）
に

発
送
す
る
予
定
で
す
。

※
問
い
合
わ
せ
は
、
住
民
課

　
　
　
　

 

☎
83-

２
１
９
０

カ
ッ
ト

一
定
の
障
害
の
あ
る
方
は
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
で
き
ま
す

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
と

は
、
75
歳
以
上
の
方
が
必
ず

加
入
す
る
医
療
制
度
で
す
が
、

現
在
、
国
民
健
康
保
険
な
ど

の
医
療
制
度
に
加
入
を
さ
れ

て
い
る
65
歳
か
ら
74
歳
ま
で

の
方
は
、
障
害
の
状
態
に
よ

っ
て
、
申
請
に
よ
り
後
期
高

齢
者
医
療
制
度
に
加
入
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
対
象
と
な
る
条
件

・
65
歳
以
上
の
方
で
一
定
の
障

害
の
認
定
を
受
け
て
い
る
方

◎
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
か

ら
３
級
を
お
持
ち
の
方
。
ま

た
は
、
４
級
の
一
部
【
＊
】

の
方
。

【
＊
】
４
級
の
対
象
は
、
下
肢

障
害
４
級
１
号
（
両
下
肢
の

全
て
の
指
を
欠
く
も
の
）、
下

肢
障
害
４
級
３
号
（
一
下
肢

を
下
腿
２
分
の
１
以
上
欠
く

も
の
）
、
下
肢
障
害
４
級
４
号

（
一
下
肢
に
著
し
い
障
害
の
あ

る
も
の
）

◎
精
神
障
害
者
手
帳
１
級
・

２
級
を
お
持
ち
の
方

◎
愛
の
手
帳
１
級
・
２
級
を

お
持
ち
の
方

○
負
担
割
合
と
保
険
料

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の

被
保
険
者
の
方
が
医
療
機
関

に
か
か
る
際
の
自
己
負
担
割

合
は
、
所
得
に
応
じ
て
１
割

ま
た
は
３
割
と
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
に
つ
い
て
は
、
今

ま
で
加
入
さ
れ
て
い
た
医
療

制
度
（
健
康
保
険
）
と
保
険

料
の
計
算
方
式
が
異
な
る
た

め
、
保
険
料
額
が
変
わ
り
ま

す
。

○
申
請
に
必
要
な
も
の

①
障
害
者
手
帳
（
身
体
障
害

者
手
帳
・
愛
の
手
帳
・
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
）
ま

た
は
、
年
金
証
書
（
障
害
年

金
１
・
２
級
）

②
身
分
証
明
書
（
障
害
者
手

帳
の
な
い
方
）

③
個
人
番
号
の
わ
か
る
も
の

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
・
個
人
番

号
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

④
現
在
所
有
の
健
康
保
険
証

⑤
印
鑑

【筋力向上トレーニング講習会】
日時・会場　カレンダー参照 ( ２時間程度 )

参加資格　町内在住・在勤の４０歳以上の方

持ち物　動きやすい服装、運動用上履き、タ

オル、飲み物（水分補給用）

※申込み・問い合わせは、

　福祉保健課　☎８３－２７７７


